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剣淵町農林課　剣淵町農業振興センター
〒098 - 0 3 3 8　北海道上川郡剣淵町仲町３号８番
TEL　0165 - 3 4 - 3 3 1 1
FAX　0165 - 3 4 - 2 0 8 8
Ema i l　 n o u r i n - g@ t ow n . k emb u c h i . h o k k a i d o . j p

問い合わせ

目的と異なる使用、または遵守事項に反した使用を発見したときは、使用者に対して改善
を求めることとし、改善指示に応じない場合は使用承認を取り消します。
ブランドマークの使用によって生じる問題については、剣淵町は一切関知しません。
ブランドマークを使用した制作物に関する事故、苦情などが発生した場合は、使用者本人
の責任で必要な処理を行ってください。

使用にあたっての注意事項

ブランドマークの使用にあたっては、あらかじめ剣淵町役場農林課へご連絡ください。
使用内容をお伺いし使用可能と判断した場合は、「けんぶち農業ブランドマーク使用届出書」
を提出していただきます。

使用手続き

無料

使 用 料

①提供する画像データ（PNG 画像、または、イラストレーターファイル）を使用すること
②本マニュアルに定められた使用方法に従うこと
③意匠法や商標法に基づく新たな権利を設定しないこと

遵守事項

下記のものに、ブランドマークを使用することができます。
それ以外のものについては、町と協議の上、ご使用ください。

・剣淵町産の農産物、それを使用した加工品
・剣淵町産の農産物、それを使用した加工品の商品パッケージ
・剣淵町の農業 PR 用の印刷物（ポスター、パンフレットなど）

使用条件

農 業 ブ ラ ン ド マ ー ク 使 用 に 係 る 手 続 き


